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狭義招集

証券コード　2294
2023年７月３日

株 主 各 位
三 重 県 桑 名 市 吉 之 丸 ８ 番 地

代表取締役社長 赤 塚 保 正

当社ウェブサイト
https://www.kakiyasuhonten.co.jp/ir/stock/meeting.php

プロネクサスウェブサイト
https://d.sokai.jp/2294/teiji/

第55期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第55期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報
（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の
当社ウェブサイトに「第５５期定時株主総会招集ご通知」として掲載しております
ので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますよう
お願い申しあげます。

また、上記のほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら株主総会参考書類を
ご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙または
インターネット等(パソコン､スマートフォン等)にて､2023年７月20日(木曜日)
午後６時までに議決権の行使をしていただきますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用

狭義招集

１．日 時 2023年７月21日(金曜日)午前10時
　　　　　　　（受付開始　午前９時30分）

（今回の定時株主総会の日が前回の定時株主総会の日の応当日と著しく離れた日と
なりましたのは、当社が、第５５期より事業年度の末日を２月末日から４月３０日に
変更したためであります。）

２．場 所 三重県桑名市中央町三丁目20番地
柿安シティホール（桑名市民会館）大ホール

３．目 的 事 項
報告事項 １. 第55期（2022年３月１日から2023年４月30日まで）事業報告、

　　連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２. 第55期（2022年３月１日から2023年４月30日まで）計算書類報告
の件

決議事項 議　案　　剰余金処分の件

書面(郵送)による議決権の行使
(1) 本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示

いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
(2) 議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとして

お取扱いいたします。

インターネットによる議決権の行使
４～５頁に記載の｢インターネットによる議決権行使のお手続きについて｣をご確認
のうえ、当社の指定する議決権行使ウェブサイト(https://evote.tr.mufg.jp/)に
アクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力
ください。

機関投資家の皆様へ：議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラット
フォーム」をご利用いただけます。

記

４．議決権の行使について
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５．株主様へのお願い
(1) 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また､資源節約のため､
本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する
場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。

(3) 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、本株主総会会場に
おきまして感染予防のための措置を講じる場合がございますので、予めご了承
くださいますようお願い申しあげます。

以　上

◎ 会社法の改正に伴い、株主総会資料（株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、
及び連結計算書類）の電子提供制度が2022年9月1日より施行されましたが、本株主総会に
おきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、従前通りすべての株主様に本招集ご通知
をお送りしております。

◎ ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び定款に基づき、
上記インターネット上の各ウェブサイトにのみ掲載しておりますので、本招集ご通知には
記載しておりません。
①　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
②　計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
なお、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知に
記載のほか、上記①及び②の事項であります。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させて
いただきます。

◎ その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.kakiyasuhonten.co.jp)に掲載させていただきます。
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システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間　午前９時から午後９時まで　通話料無料）

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使して

いただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使の

お手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて
(1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定

する議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことに
よってのみ実施可能です｡（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止
します。）

(2) インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルス
ソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を
指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用
できない場合もございます。

(3) インターネットによる議決権行使は、2023年７月20日(木曜日)午後６時まで受け付け
いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプ
デスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
(1) パソコンによる方法

・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に
記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に
従って賛否をご入力ください。
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・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざん
を防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の
変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知
いたします。

(2) スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより

読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが
可能です。(「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。)

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。
QRコードでのログインが出来ない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法
にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットに

よる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された

内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は
株主様のご負担となります。
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事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割

事 業 報 告

( 2022年 3 月 1 日から
2023年 4 月30日まで )

（添付書類）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当社は、当事業年度から決算期変更を行い、それに伴い子会社も決算期変更を
行いました。当連結会計年度においては14ヵ月の変則決算となっておりますので、
前年同期との比較分析は行っておりません。

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に
緩和に向かい、経済活動の再開やインバウンド消費への期待感から、景気は緩やかな
回復基調にあります。しかしながら、原材料価格やエネルギー価格の高騰及び実質賃金の
減少により消費者の生活防衛意識はこれまで以上に高まっており、依然として先行き
不透明な状況が続いております。

当社及び子会社（以下、当社グループという。）が属する食関連業界におきましても、
コロナ禍からの回復は見られるものの、物価上昇や実質賃金の減少により消費マインドの
抑制が顕著になる等、予断を許さない状況となっております。

このような環境の中、当社グループはＤＸを活用した構造改革による業務の見直しや
商品戦略による利益重視の経営を徹底するとともに、コロナ禍により抑制していた出店を
徐々に再開する等、中期の成長を見据えた施策を展開しました。

出退店につきましては、「名古屋栄三越精肉店」「柿安ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 阪神梅田本店」等、
９店の出店、９店の退店を行いました。
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区　　分 出　店 退　店

精 肉 事 業 １店 １店

惣 菜 事 業 ３店 １店

和 菓 子 事 業 ５店 ４店

レ ス ト ラ ン 事 業 － ３店

食 品 事 業 － －

合　　計 ９店 ９店

＜出退店の状況＞

以上の結果、当連結会計年度の売上高は43,910百万円、営業利益は3,509百万円、
経常利益は3,566百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は2,205百万円と
なりました。また、売上高営業利益率は過去最高の8.0％となりました。

⒜　精肉事業
精肉事業につきましては、日販品『柿安の小間きれ』のブラッシュアップを

重ねるとともに、『柿安のお惣菜小間』等の新商品の開発を行いました。また、
惣菜事業との連携を図るとともに、自社工場との連携強化にも努めました。

出退店につきましては、「名古屋栄三越精肉店」の出店、１店の退店を行いました。
この結果、当事業の売上高は17,358百万円、セグメント利益は1,715百万円と

なりました。
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⒝　惣菜事業
惣菜事業につきましては、人気商品『大海老マヨ』『ローストビーフ』シリーズや

『オールスター弁当』の期間限定商品等、ラインナップの充実を図りました。また、
『新玉ねぎと森林鶏の純白サラダ』等の旬の食材を用いた商品を販売する等、
高付加価値商品の展開に努めました。

出退店につきましては、「柿安ダイニング 阪神梅田本店」
「柿安ダイニング そごう大宮店」等３店の出店、１店の退店を行いました。

この結果、当事業の売上高は14,916百万円、セグメント利益は1,541百万円と
なりました。

⒞　和菓子事業
和菓子事業につきましては、定番商品の『おはぎ』やハーフサイズの『姫おはぎ』に

加え、人気アニメキャラクターや人気YouTuberとのコラボ商品の展開により、
顧客層拡大を図りました。また、一定期間何度でもお値打ちに商品を購入いただける
パスカード『口福パス』を導入し好評を頂きました。一方、ＤＸ化による構造改革に
より、コロナ禍で売上の確保が難しい中でも利益の取れるような基盤強化に
努めました。

出退店につきましては、「口福堂アル・プラザ草津店」等５店の出店、４店の退店を
行いました。

この結果、当事業の売上高は7,714百万円、セグメント利益は980百万円と
なりました。

⒟　レストラン事業
レストラン事業につきましては、組織再編や不採算店の退店等による事業のスリム化

により、当期は黒字化を達成いたしました。また、ブランド力向上を目的として
旗艦店「料亭本店」の全面改装を行いました。

出退店につきましては、３店の退店を行いました。
この結果、当事業の売上高は1,824百万円、セグメント利益は23百万円と

４期ぶりの黒字となりました。
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⒠　食品事業
食品事業につきましては、大手コンビニエンスストア向けに「牛めし」

「牛すき焼弁当」や「牛しぐれ煮」等のおにぎりの具材提供を行いました。
また、人気アニメキャラクターとのコラボ商品として『牛肉しぐれ煮』シリーズを
展開する等、販路拡大に努めました。

この結果、当事業の売上高は2,096百万円、セグメント利益は256百万円と
なりました。

⑵　設備投資の状況
当社グループでは、急速に変化する食関連市場の中で事業展開及びお客様のニーズへの

対応のため、総額697百万円の設備投資（有形固定資産の他、無形固定資産及び
長期前払費用を含む。）を実施いたしました。

主な投資といたしましては、店舗の出店及び改装に394百万円（惣菜事業137百万円、
レストラン事業120百万円、和菓子事業104百万円、精肉事業30百万円）、
工場の生産設備増強・更新に107百万円、社内IT環境の構築・整備に25百万円の
設備投資を実施いたしました。

⑶　資金調達の状況
該当事項はありません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割または新設分割
該当事項はありません。
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⑸　対処すべき課題
①　当社グループの現状の認識について

当社グループを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復傾向
ではありますが、ウクライナ情勢の長期化、原材料・エネルギー価格の高騰や実質賃金
の減少により経済活動の低迷は深刻化しております。当面の間、厳しい状況が
予想され、消費者心理の回復には期間を要する状況にあります。この厳しい経営環境
の中でも、家庭内食、中食、外食を擁する総合食品企業として、変化する消費者の
ニーズに柔軟に対応するとともに、成長し続ける会社を目指してまいります。

②　経営の基本方針
当社グループは、『おいしいものをお値打ちに提供する』の経営理念に基づき、
徹底しておいしさの追求を行うとともに、潜在ニーズの掘り起こしを新商品及び
新業態の開発により行い、事業の新陳代謝を図ってまいりました。
おいしさの追求は柿安の原点であり、これを企業メッセージ『おいしさ、育む。』と
表現し、「素材へのこだわり」「職人の技と発想」「おもてなしの心」により、
おいしさの向上に努めてまいります。

③　対処すべき課題と対処方針
食関連業界におきましては、少子高齢化による市場の縮小、労働力不足に伴う
採用関連コストの増加、ウクライナ情勢の長期化、原材料・エネルギー価格の上昇に
伴う物価・物流コストの上昇、更には実質賃金の減少による個人消費の低下等により、
今後も厳しい経営環境が予想されます。
当社グループにおきましては、これまで以上に専門性を深堀することで
商品・接客サービスの差別化を図ってまいります。更には新業態開発や販路拡大、
M&A及び海外進出等の事業拡大への挑戦もしてまいります。
これからも皆様とともに、「柿安」ブランドとしての誇りと自信を持って提供できる

商品・サービスを創造し続け、社会の課題や要請、ご要望にお応えすべく、
「豊かな食文化の創造」を通して社会に貢献してまいります。

－ 10 －
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財産及び損益の状況の推移

区 分 第52期
(2020年２月期)

第53期
(2021年２月期)

第54期
(2022年２月期)

第55期
(当連結会計年度)
(2023年４月期)

売 上 高（百万円） － － 37,998 43,910

経 常 利 益（百万円） － － 3,287 3,566

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） － － 1,704 2,205

１株当たり当期純利益（円） － － 162.79 210.60

総 資 産（百万円） － － 20,002 21,725

純 資 産（百万円） － － 15,834 17,007

１株当たり純資産額（円） － － 1,512.67 1,623.80

区 分 第52期
(2020年２月期)

第53期
(2021年２月期)

第54期
(2022年２月期)

第55期
(当事業年度)
(2023年４月期)

売 上 高（百万円） 43,937 37,289 36,837 42,277

経 常 利 益（百万円） 2,512 1,523 3,086 3,525

当 期 純 利 益 （百万円） 1,501 263 1,842 2,210

１株当たり当期純利益（円） 143.44 25.16 176.00 211.04

総 資 産（百万円） 20,133 18,813 19,811 21,568

純 資 産（百万円） 15,333 14,800 15,873 17,070

１株当たり純資産額（円） 1,464.85 1,413.86 1,516.37 1,629.79

⑹　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．当社は、2021年６月１日付で子会社である株式会社ＫＨフードサービスを
新設分割しましたので、第54期より連結計算書類を作成しております。

２．第55期は決算期変更に伴い、2022年３月１日から2023年４月30日までの
14ヵ月決算となっております。

－ 11 －
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

名称 資本金
（百万円）

出資比率
（％） 主な事業の内容

（連結子会社）
株式会社ＫＨフードサービス 10 100.0 レストラン店舗の運営

⑺　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

⑻　主要な事業内容（2023年４月30日現在）
当社グループは、当社（株式会社柿安本店）及び子会社１社により構成されており、

主に、精肉、惣菜、和菓子、牛肉しぐれ煮の製造販売及びレストランの運営を
行っております。

なお、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の
とおりであります。
＜精肉事業＞

［当社］
松阪牛及び自社ブランド「三重 柿安牛」を核に全国のブランド牛肉、豚肉や鶏肉

から肉加工品・惣菜類に至る幅広い品揃えの専門店として展開を行っております。
安全でおいしい牛肉の安定供給のために、厳選された契約牧場から仕入れ、枝肉加工
の社内一貫体制を持ち、徹底した衛生管理・温度管理のもと店舗販売の他、産地直送
ギフトなどを扱っております。

－ 12 －
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

＜惣菜事業＞
［当社］

百貨店を中心に展開する洋惣菜の「柿安ダイニング」や中華惣菜の
「柿安上海ＤＥＬＩ」をはじめ、路面惣菜店「おかずや柿安」など多様な惣菜業態を
展開しております。ダイニング部門では、旬の味覚、高品質野菜など厳選した食材を
使用した和・洋・中の創作惣菜を、職人が出来立てのおいしさにこだわり調理して
おります。色彩豊かな見た目による華やかさを演出するとともに、安全・安心な商品
を提供しております。

＜和菓子事業＞
［当社］

ショッピングセンター・駅ビル等の「口福堂」において、おはぎ・どら焼・
わらび餅及び団子などの和菓子の製造販売を行っております。

＜レストラン事業＞
［株式会社ＫＨフードサービス］

松阪牛のすき焼、しゃぶしゃぶなどの肉料理と懐石料理等の日本料理を主力
メニューに落ち着いた店舗施設とサービスを加えた「柿安」の料亭部門、本格的な
お肉専門のレストラン「柿安 Meat Meet」等のグリル部門、こだわりの肉料理の
丼メニューを中心に提供している「柿安 Meat Express」等のフードコート部門、
中華料理を提供しているビュッフェ部門を展開しております。

＜食品事業＞
［当社］

「しぐれ煮」を看板商品として、肉の旨みを引き立てる「すき焼わりした」
「しゃぶしゃぶごまだれ」や「ビーフカレー」「すき焼丼」「牛しぐれ煮おにぎり」
といった商品を主に百貨店、量販店及びコンビニエンスストアに展開しております。
「しぐれ煮」は三重県桑名市に伝わる製法で素材の味を生かし、佃煮とは異なり
柔らかく炊き上げたものであります。当社のしぐれ煮類は、自家需要から贈答用まで
幅広くご利用いただいております。

－ 13 －
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

名 称 住 所 資 本 金
(百万円) 主要な事業の内容 出資比率

（％） 関 係 内 容

（連結子会社）
株式会社
KHフードサービス

三重県桑名市 10 レストラン
店舗の運営 100.0

当社は同社に当社
製品を供給して
おります。
役員の兼任等有

事業の系統図は次のとおりであります。

精肉事業 惣菜事業 和菓子事業 レストラン事業 食品事業

顧　　客

＜当　　社＞

＜連結子会社＞
株式会社

ＫＨフードサービス

［関係会社の状況］

⑼　主要な営業所及び工場（2023年4月30日現在）
本社　　　　　　三重県桑名市
東京本部　　　　東京都品川区
店舗　　　　　　335店舗

－ 14 －
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

区 分 精 肉 事 業 惣 菜 事 業 和 菓 子 事 業 レストラン事業 食 品 事 業 計
店 店 店 店 店 店

北 海 道 1 6 － － － 7
宮 城 県 2 2 2 － － 6
山 形 県 － － 2 － － 2
福 島 県 － － 1 － － 1
茨 城 県 1 1 4 － － 6
栃 木 県 1 2 1 － － 4
群 馬 県 － － 4 － － 4
埼 玉 県 3 3 6 2 － 14
千 葉 県 1 5 14 1 1 22
東 京 都 6 23 10 2 3 44
神 奈 川 県 5 4 13 2 2 26
新 潟 県 － 1 2 － － 3
富 山 県 － － 3 － － 3
石 川 県 － － 2 － － 2
山 梨 県 － － 2 － － 2
長 野 県 － － 1 － － 1
岐 阜 県 2 － 6 － － 8
静 岡 県 1 1 11 － － 13
愛 知 県 5 12 26 6 － 49
三 重 県 5 2 8 5 － 20
滋 賀 県 － 1 3 － － 4
京 都 府 1 3 2 － － 6
大 阪 府 2 11 9 1 3 26
兵 庫 県 1 3 5 － － 9
奈 良 県 － 4 4 － － 8
和 歌 山 県 － － 1 － － 1
岡 山 県 － － 2 － － 2
広 島 県 1 2 7 － － 10
山 口 県 － － 2 － － 2
徳 島 県 － － 1 － － 1
香 川 県 － － 3 － － 3
愛 媛 県 1 － 1 － － 2
福 岡 県 1 5 12 － － 18
長 崎 県 － － 1 － － 1
熊 本 県 － － 3 － － 3
大 分 県 － － 1 － － 1
鹿 児 島 県 － － 1 － － 1

計 40 91 176 19 9 335

店舗の地域別分布

－ 15 －
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

工場
ミートセンター　　　　　　三重県桑名市
しぐれセンター　　　　　　三重県桑名市
スイーツファクトリー　　　三重県桑名市

事 業 部 門 使 用 人 数

精 肉 事 業 262 （312）名

惣 菜 事 業 391 （653）名

和 菓 子 事 業 64 （732）名

レ ス ト ラ ン 事 業 50 （81）名

食 品 事 業 37 （54）名

全 　 　 社 　 　 （ 共 　 　 通 ） 86 （28）名

合　　　　　計 890 （1,860）名

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

840（1,779）名 △18（＋11）名 42.9歳 11.2年

⑽　使用人の状況（2023年４月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員数です。2023年４月期は決算期変更の経過期間となるため、パート社員は
（ ）内に2022年３月１日から2023年４月30日までの14ヵ月の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員数です。2023年４月期は決算期変更の経過期間となるため、パート社員は
（ ）内に2022年３月１日から2023年４月30日までの14ヵ月の平均人員を外数で記載して
おります。

２. 上記使用人数には、子会社等への出向社員は含まれておりません。

⑾　主要な借入先の状況（2023年４月30日現在）
該当事項はありません。

－ 16 －
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その他会社の現況に関する重要な事項、株式の状況、新株予約権等の状況

⑿　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

⑴　発行可能株式総数 46,300,800株
⑵　発行済株式の総数 12,446,700株（自己株式1,972,691株を含む。）
⑶　株主数 11,997名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 赤 塚 興 産 902千株 8.6％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 602 5.7

S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 346 3.3
赤 塚 保 正 313 3.0
株 式 会 社 百 五 銀 行 273 2.6

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 260 2.5
赤 塚 勝 子 247 2.4
赤 塚 美 雪 205 2.0
柿 安 社 員 持 株 会 196 1.9
柿 安 取 引 先 持 株 会 179 1.7

２．会社の株式に関する事項

⑷　大株主（上位10名）

（注）１．当社は自己株式（1,972,691株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
当社は、2022年２月10日の取締役会決議に基づき、当社の取締役を兼務しない

執行役員及び従業員に対して、譲渡制限付株式報酬として、2022年5月31日に
普通株式6,550株の自己株式の処分を行いました。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 赤 塚 保 正
専 務 取 締 役 赤 塚 義 弘 管理本部管掌
取 締 役 上 垣 清 澄
取 締 役 木 立 真 直

取 締 役 大 上 有 衣 子 ソースネクスト株式会社社外取締役
フォスター電機株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 樋 尾 清 明

監 査 役 梶 川 　 融
太陽有限責任監査法人代表社員会長
キッコーマン株式会社社外監査役
三菱鉛筆株式会社社外監査役

監 査 役 根 岸 康 二 キッコーマンレストラン株式会社
代表取締役社長

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（2023年４月30日現在）

（注）１. 取締役上垣清澄氏、木立真直氏及び大上有衣子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役梶川 融氏及び根岸康二氏は、社外監査役であります。
３. 監査役梶川 融氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有するものであります。
４. 当社は取締役上垣清澄氏、木立真直氏及び大上有衣子氏を、東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
５. 当社は監査役梶川 融氏及び根岸康二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として同取引所に届け出ております。
６. 当社は社外取締役上垣清澄氏、木立真直氏及び大上有衣子氏との間で、会社法第

423条第１項の損害賠償責任について、悪意または重大な過失があった場合を除
き、法令に定める最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする旨の契約を
締結しております。

７. 当社は社外監査役梶川 融氏及び根岸康二氏との間で、会社法第423条第１項の損害
賠償責任について、悪意または重大な過失があった場合を除き、法令に定める最低
責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする旨の契約を締結しております。
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会社役員の状況

氏名 役職 企 食 百 財 法 国

赤塚 保正 代表取締役社長 ● ● ● ●

赤塚 義弘 専務取締役 ● ● ● ●

上垣 清澄 取締役 ● ●

木立 真直 取締役 ● ●

大上 有衣子 取締役 ● ●

樋尾 清明 常勤監査役 ● ● ●

梶川 融 監査役 ● ●

根岸 康二 監査役 ● ● ●

８. 取締役会による的確かつ迅速な意思決定が可能な員数及び取締役会全体としての知
識・経験・能力のバランスを考慮しつつ適材適所の観点より、総合的に検討してお
ります。取締役及び監査役のスキル一覧表「スキルマトリックス」は次のとおりで
す。

企：企業経営 食：食品業界 百：百貨店・デベロッパー
財：財務・会計 法：法務・リスク管理 国：国際性・多様性

－ 19 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

⑵　取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
イ．基本方針

当社の取締役報酬は、役位及び職責等に応じた固定報酬及び業績に応じた役員
賞与で構成されております。

社外取締役に対しては固定報酬のみの支給としております。
なお、年間報酬総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としておりま

す。

ロ．報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の報酬等の額の決定に関しては、年間役員報酬限度額について株主総会

の承認を得た上で、取締役の月額報酬総額は取締役会の決議により決定するこ
ととしております。

・各取締役の月額報酬は役位及び職責等に応じて設定し、その決定については取
締役会の決議により、代表取締役赤塚保正に再一任し決定することとしており
ます。

・役員賞与の総額は原則として売上高並びに利益の前年実績からの改善度、目標
に対する達成度等の指標により算定し、取締役会の決議により決定することと
しております。なお、業績指標に関する実績は、「１．企業集団の現況に関す
る事項⑹財産及び損益の状況の推移」のとおりです。

・各取締役の賞与金額は役位、職責、貢献度等に応じて算定し、その決定につい
ては取締役会の決議により、代表取締役赤塚保正に再一任し決定することとし
ております。

・取締役の個人別の報酬等の決定に関する権限を再一任した理由は、当社全体の
業績を俯瞰しながら各取締役の担当業務における評価を客観的に行うのに代表
取締役が最も適任であると考えられるからです。

・取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内
容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と
整合しており、報酬等の額の決定方針に沿うものであると判断しております。

・監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲
内で監査役会にて決定しております。

－ 20 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる

役員の員数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 　 締 　 役
(う ち 社 外 取 締 役)

158百万円
（23）

142百万円
（23）

15百万円
（－）

－百万円
（－）

６名
（３）

監 　 査 　 役
(う ち 社 外 監 査 役)

29
（15）

29
（15） － － ３

（２）

合 　 　 計
(う ち 社 外 役 員)

187
（38）

172
（38）

15
（－）

－
（－）

９
（５）

ハ．役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役及び監査役の報酬限度額固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報

酬限度額は以下のとおりであります。当該定時株主総会終結時点の取締役は８
名、監査役は２名であります。

役員報酬限度額　取締役　年額　300百万円
(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)
役員報酬限度額　監査役　年額　 40百万円
(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)

ニ．当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしまして

は、独立社外取締役が中立的な立場で、取締役の指名・報酬の決定等について、
適切な関与、助言を行っております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ
ん。

２.業績連動報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与の支払に対する引当金繰入額
（15百万円）が含まれております。

－ 21 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用
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⑶　社外役員に関する事項
① 他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他

の法人等との関係
・取締役大上 有衣子氏は、ソースネクスト株式会社社外取締役及びフォスター電

機株式会社社外監査役を兼務しております。
なお、当社とソースネクスト株式会社及びフォスター電機株式会社との間には特
別の取引関係はありません。

・監査役梶川 融氏は、太陽有限責任監査法人代表社員会長及びキッコーマン株式
会社社外監査役並びに三菱鉛筆株式会社社外監査役を兼務しております。
なお、当社と太陽有限責任監査法人及びキッコーマン株式会社並びに三菱鉛筆株
式会社との間には特別の取引関係はありません。

・監査役根岸康二氏は、キッコーマンレストラン株式会社代表取締役社長を兼務し
ております。
なお、当社とキッコーマンレストラン株式会社との間には特別の取引関係はあり
ません。

② 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
・該当事項はありません。
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区 分 氏 名 出席状況及び発言状況並びに社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 上 垣 清 澄
当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席
し、過去の会社役員等の豊富な経験から審議に関して必要
な発言を適宜行っております。

取 締 役 木 立 真 直
当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席
し、流通論、特に食品の流通や小売・卸・外食産業などの
研究を専門としており、その専門家としての豊富な経験と
学識から審議に関して必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 大 上 有 衣 子
当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席
し、弁護士としての専門的な見地から審議に関して必要な
発言を適宜行っております。

監 査 役 梶 川 　 融
当事業年度に開催された取締役会16回のうち13回に出席
し、また、同じく開催された監査役会14回のうち14回に出
席し、主に、公認会計士としての専門的見地からの発言を
行っております。

監 査 役 根 岸 康 二
当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回に出席
し、また、同じく開催された監査役会14回のうち14回に出
席し、過去の会社役員等の豊富な経験から審議に関して必
要な発言を適宜行っております。

③ 当事業年度における主な活動状況

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下「D&O保

険」といいます。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業
務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められ
た免責事由に該当するものを除きます。）等を補填することとしております。

D&O保険の被保険者は、当社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担
しております。
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会計監査人の状況

区　　　　　分 報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円

当社グループが会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24百万円

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称　　　　　東陽監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
監査計画の内容、従前の監査及び報酬の実績の推移、報酬見積りの算出根拠等並びに非監査報酬な
どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

２. 当社グループと会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に
係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査
人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任また
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

６.　会社の体制及び方針
業務の適正を確保するための体制
当社グループは、株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制に関し、取締役会
において次のとおり決議しております。
① 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
イ. 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、

全役職員を対象とした行動指針として株式会社柿安本店行動規範を定め、これを全
役職員に周知徹底させる。

ロ. コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、
リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。

ハ. コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報
制度（ホットライン）を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定
された規程により、その運用を行う。

② 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確
実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を
「文書保存期間一覧表」に定め、期間中は閲覧可能な状態を維持する。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. リスク管理を統括する部門としてリスク管理委員会を常設し、リスク管理規程を定

めリスク管理体制の構築及び運用を行う。当委員会の委員長は、代表取締役社長と
する。

ロ. 各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスク管理委員会へ定期
的にリスク管理の状況を報告することにより、これを全社的認識事項とする。

ハ. 監査役及び監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報
告する。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業務執行を担当

する取締役・執行役員等の職務分掌に基づき、代表取締役及び各担当取締役・執行
役員に業務の執行を行わせる。

ロ. 各担当取締役・執行役員は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策
及び効率的な業務執行体制を決定する。

ハ. 代表取締役は、各担当取締役・執行役員に、その執行状況を取締役会及び経営会議
において報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改
善を図る。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ. 「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理する。また、子会社の業務の状況

は、定期的に当社の取締役会に報告する。
ロ. 会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切で、第三者

との取引と比較して、著しく不利益に、また恣意的にならないよう常にこれを監視
し、また必要に応じて外部専門家に確認する体制とする。

ハ. 当社の監査役と監査室は、定期または臨時にグループ管理体制を監査し、当社の取
締役会に報告する。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当
該監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人として、当社グループの監査室員を指
名することができる。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、専ら監査役の指示に従って、その監査役の補助
に専念する。
また、その任命・異動に際しては、予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役か
らの独立性が確保できる体制とする。

－ 26 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑧ 当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
イ. 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役からそ

の職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧する。
ロ. 次のような緊急事態が発生した場合には、取締役及び使用人は、遅滞なく監査役に

報告する。
・当社グループの財務及び事業に重大な影響を及ぼす恐れのある決定等の内容
・その他著しい損失等会社経営に甚大な影響を与える事象が発生したとき、または
発生することが予想されるとき
・重大な法令違反または定款違反事実

⑨ 当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを
受けないことを確保するための体制
当社グループは、監査役に対し報告した取締役、監査役及び使用人が、当該報告をし
たことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、報告者を保護する。

⑩ 職務の執行について生ずる費用の前払いまたは処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が職務を執行する上で、当社グループに対し、必要な費用の前払い等の
請求をしたときは、当該請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務執行に必要で
ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払う。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役、監査室は各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に

会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項につき、協議及び意見交換するなど
密接な連携を図る。

ロ. 監査役、監査室は、会計監査人とも連携するとともに相互に牽制を図る。
ハ. 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士及びその

他の外部専門家を自らの判断で活用する。

⑫ 財務報告の信頼性を確保する体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出を全うするため、内部
統制システムの構築をさらに推進する。また、当該システムが適正に機能することを継
続的に評価し、必要な是正を行う。
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⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ. 当社グループは、上記の①イ．に定める行動規範の中に「反社会的勢力との関係の

遮断」を明記し、こうした勢力との関係は理由の如何を問わず、これを排除する。
ロ. 日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者または関係団体が潜り込むことの

ないよう、取引先について信頼すべき調査機関によりこれを充分に調査する。
ハ. 反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士、その関係機関と

の緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育、啓蒙を
継続的に行う。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（重要な会議の開催状況）
取締役会は、経営上の意思決定及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、運用を
行っております。毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、
法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務遂行の状況を逐
次確認しております。また、経営環境の変化に的確に対応するため、経営と業務執行体制
の強化を目指し、執行役員制度を導入しており、取締役、執行役員及び部門責任者による
経営会議を開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法
令遵守の徹底を図っております。

監査役会は原則として月１回開催し、状況により取締役に出席を求め、業務執行状況の
説明を求め、監査業務の精度向上を図っております。また、内部監査担当者及び会計監査
人との情報交換により、より効果的な監査業務の実施を図っております。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表
（2023年４月30日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
退職給付に係る資産
そ の 他　

15,180
11,345
2,824
398
422
167
21

6,545
4,877
2,107
186
391
2,153
11
25

188
149
39

1,479
131
298
614
243
192　

流 動 負 債 4,262
買 掛 金 1,273
未 払 金 489
未 払 法 人 税 等 842
未 払 消 費 税 等 204
契 約 負 債 8
未 払 費 用 945
賞 与 引 当 金 331
役 員 賞 与 引 当 金 15
そ の 他 150

固 定 負 債 455
資 産 除 去 債 務 388
そ の 他 66

負 債 合 計 4,718
純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,935
資 本 金 1,269
資 本 剰 余 金 1,080
利 益 剰 余 金 18,117
自 己 株 式 △3,531

その他の包括利益累計額 72
その他有価証券評価差額金 △7
退職給付に係る調整累計額 80

純 資 産 合 計 17,007
資 産 合 計 21,725 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,725

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

( 2022年 3 月 1 日から
2023年 4 月30日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 43,910
売 上 原 価 20,442

売 上 総 利 益 23,468
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,958

営 業 利 益 3,509
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3
受 取 給 付 金 30
そ の 他 25 60

営 業 外 費 用
そ の 他 2 2

経 常 利 益 3,566
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 37
減 損 損 失 169
店 舗 閉 鎖 損 失 0
そ の 他 0 208

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,358
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,191
法 人 税 等 調 整 額 △39 1,152
当 期 純 利 益 2,205
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,205

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表
（2023年４月30日現在） （単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
電 話 加 入 権
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他　

14,794
11,030
2,761
397
418
151
12
23

6,773
4,640
1,883
11
172
8

372
2,153
11
25
186
5

147
21
12

1,946
131
698
185
319
483
127　

流 動 負 債 4,107
買 掛 金 1,246
リ ー ス 債 務 5
未 払 金 471
未 払 法 人 税 等 837
未 払 消 費 税 等 177
契 約 負 債 8
未 払 費 用 897
預 り 金 136
賞 与 引 当 金 311
役 員 賞 与 引 当 金 15
固 定 負 債 390
リ ー ス 債 務 7
長 期 未 払 金 58
資 産 除 去 債 務 323
そ の 他 0
負 債 合 計 4,497

純 資 産 の 部
株 主 資 本 17,078
資 本 金 1,269
資 本 剰 余 金 1,080
資 本 準 備 金 1,074
そ の 他 資 本 剰 余 金 5
利 益 剰 余 金 18,260
利 益 準 備 金 125
そ の 他 利 益 剰 余 金 18,134
別 途 積 立 金 8,800
繰 越 利 益 剰 余 金 9,334

自 己 株 式 △3,531
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △7
その他有価証券評価差額金 △7
純 資 産 合 計 17,070

資 産 合 計 21,568 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,568
（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 2022年 3 月 1 日から
2023年 4 月30日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 42,277
売 上 原 価 18,890

売 上 総 利 益 23,387
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,918

営 業 利 益 3,468
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3
業 務 受 託 料 23
受 取 給 付 金 2
そ の 他 29 59

営 業 外 費 用
そ の 他 2 2
経 常 利 益 3,525

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 31
減 損 損 失 148 179
税 引 前 当 期 純 利 益 3,346
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,183
法 人 税 等 調 整 額 △47 1,136
当 期 純 利 益 2,210

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 安 達 則 嗣
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 南 泉 充 秀

独立監査人の監査報告書
2023年6月12日

株式会社柿安本店
取　締　役　会　御　中

東陽監査法人
名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社柿安本店の2022年３月１日から2023

年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社柿安本店及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 安 達 則 嗣
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 南 泉 充 秀

独立監査人の監査報告書
2023年６月12日

株式会社柿安本店
取　締　役　会　御　中

東陽監査法人
名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社柿安本店の2022年３月１日か
ら2023年４月30日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 35 －
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2022年３月１日から2023年４月30日までの第55期事業年度の取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に
努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告

－ 37 －
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 樋 尾 清 明 ㊞
社外監査役 梶 川 　 融 ㊞
社外監査役 根 岸 康 二 ㊞

2023年6月13日
株式会社柿安本店　監査役会

　
以　上

－ 38 －



2023/06/22 8:26:50 / 23996779_株式会社柿安本店_招集通知_電子提供措置用

剰余金処分議案

配当総額 890,290,765円

株主総会参考書類

議　案　　剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置づけ、利益配分につきましては

将来の事業展開や経営環境の変化に対応するため、内部留保に留意しつつ、安定的な配当を
行うことを念頭に置き、業績に応じて総合的に決定することを基本方針としております。
以上の方針のもと、当期の期末配当に関する事項につきましては、以下のとおりと

いたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当期の業績並びに今後の新規出店その他の事業展開を勘案した結果、

前期末の普通配当より１株あたり５円増配の85円といたします。

⑴　配当財産の種類
金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金85円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2023年7月24日

以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

会場ご案内図
会　　　場　三重県桑名市中央町三丁目20番地

柿安シティホール(桑名市民会館)大ホール
お問合せ先　0594-23-5500
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・JR関西本線桑名駅、近鉄名古屋線桑名駅東口より徒歩約15分です。
・東名阪自動車道 桑名ＩＣより車で約15分です。
・伊勢湾岸自動車道 湾岸桑名ＩＣより車で約15分です。
・駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
・桑名駅東口より午前9時から会場行きシャトルバスを

運行いたします。また､株主総会終了後に会場から桑名駅行きの
シャトルバスを運行いたします。


